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北九州市告示第５０４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定により次

のとおり告示する。

  平成３０年１２月２６日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関

の所在地 
辞退理由 辞退年月日 

道谷薬局 北九州市門司区黄金町

５番１２号 

医療を行える

体制にないた

め 

平成３０年

１１月３０

日 
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北九州市告示第５０６号 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第３４号）第８条及び北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及

び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の

４の規定により、北九州市小倉城及び小倉城庭園の指定管理者を次のとおり告

示する。 

  平成３０年１２月２６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指定管理者に指定したもの 
指定する期間 

名   称 住   所 

北九州まちづくりマネ

ジメントチーム共同事

業体 

北九州市小倉北区魚町

二丁目６番１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３４年３月３１

日まで 
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北九州市告示第５０７号 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第３４号）第８条及び北九州市国際交流施設の設置及び管理に関す

る条例施行規則（平成２年北九州市規則第１２号）第６条の規定により、北九

州国際展示場及び北九州国際会議場の指定管理者を次のとおり告示する。 

  平成３０年１２月２６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指定管理者に指定した者 
指定する期間 

名   称 住   所 

公益財団法人北九州観

光コンベンション協会 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３６年３月３１

日まで 
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北九州市告示第５０８号

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第３４号）第８条の規定により、北九州市旧古河鉱業若松ビルの指

定管理者を次のとおり告示する。

平成３０年１２月２６日

北九州市長 北 橋 健 治  

指定管理者に指定した者
指定する期間

名称 住所

中央興産株式会社 北九州市若松区浜町一

丁目１９番９号

平成３１年４月１日か

ら平成３６年３月３１

日まで
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北九州市告示第５０９号

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）第１６条の４の規定により、北九州市立門

司駅前自転車駐車場、北九州市立門司港駅前自転車駐車場、北九州市立小倉駅

北口自転車駐車場、北九州市立小倉駅南口自転車駐車場、北九州市立西小倉駅

前自転車駐車場、北九州市立南小倉駅前自転車駐車場、北九州市立朽網駅前自

転車駐車場、北九州市立下曽根駅北口自転車駐車場、北九州市立下曽根駅南口

自転車駐車場、北九州市立徳力嵐山口自転車駐車場、北九州市立若松駅前自転

車駐車場、北九州市立若松渡船場前自転車駐車場、北九州市立八幡駅前自転車

駐車場、北九州市立折尾駅西自転車駐車場、北九州市立折尾駅東自転車駐車場

、北九州市立折尾駅前自転車駐車場、北九州市立黒崎駅前自転車駐車場、北九

州市立陣原北自転車駐車場、北九州市立陣原南自転車駐車場、北九州市立本城

駅前自転車駐車場、北九州市立九州工大前駅前自転車駐車場及び北九州市立戸

畑駅前自転車駐車場並びに北九州市立河内自転車貸出し施設の指定管理者を次

のとおり告示する。

  平成３０年１２月２６日

                    北九州市長 北 橋 健 治

指定管理者に指定した者
指定する期間

名  称 住  所

公益社団法人北九州市

シルバー人材センター

北九州市小倉北区片野

新町一丁目１番６号

平成３１年４月１日か

ら平成３６年３月３１

日まで
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北九州市告示第５１０号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 平成３０年１２月２６日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び平成３０年１２月２９日から平成３１年１月３日までの日は、返

還事務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

門司区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３０年

１１月７日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所１台 平成３０年

１１月９日
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１台 平成３０年

１１月２１

日

ＪＲ小倉駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１４台 平成３０年

１１月６日

北九州市小倉北区青

葉二丁目１番

青葉自転車保管所２６台 平成３０年

１１月１０

日 

２８台 

あ 

あ

平成３０年

１１月１７

日 

１４台 

あ 

あ

平成３０年

１１月２２

日 

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域 

１２台 

あ 

あ

平成３０年

１１月１４

日 

小倉北区自転車放置禁止

区域外

２台 

あ 

平成３０年

１１月１日 

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所２台 平成３０年

１１月６日 

４台 平成３０年 

１１月７日 

２台 平成３０年

１１月９日 

２台 平成３０年 

１１月１４ 

日 

１台 平成３０年

１１月１６

日 

１台 平成３０年

１１月１９

日 
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１台 平成３０年 

１１月２１

日 

２台 平成３０年

１１月２７

日 

２台 平成３０年

１１月２８

日 

ＪＲ下曽根駅周辺地区自

転車放置禁止区域

１台 平成３０年

１１月２日 

北九州市小倉南区八

重洲町１６番

八重洲自転車保管所２台 平成３０年

１１月８日 

２台 平成３０年

１１月１３

日 

１台 平成３０年

１１月１５

日 

１台 平成３０年

１１月２０

日 

１台 平成３０年

１１月２１

日 

モノレール徳力嵐山口停

留所周辺地区自転車放置

禁止区域

２台 

あ

平成３０年 

１１月６日 

小倉南区自転車放置禁止

区域外

２台 平成３０年 

１１月１日 

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番 

下城野自転車保管所１３台 平成３０年 

１１月７日 

２台 平成３０年 

１１月８日 
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４台 平成３０年 

１１月１２ 

日 

３台 平成３０年 

１１月１４

日 

３台 平成３０年 

１１月１５

日 

４台 平成３０年 

１１月２０

日 

３台 平成３０年 

１１月２１

日 

３台 平成３０年 

１１月２２

日 

６台 平成３０年 

１１月２６

日 

７台 平成３０年 

１１月２７

日 

９台 平成３０年 

１１月２９ 

日 

ＪＲ若松駅周辺地区自転

車放置禁止区域

４台 平成３０年

１１月１３

日 

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所

若松区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３０年

１１月２日 

１台 

あ 

平成３０年

１１月５日 
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２台 平成３０年 

１１月９日 

１台 平成３０年

１１月１５

日 

１台 平成３０年

１１月２１

日 

１台 平成３０年

１１月２６

日 

ＪＲ八幡駅周辺地区自転

車放置禁止区域

６台 平成３０年

１１月１６ 

日 

北九州市八幡西区築

地町１０番

築地自転車保管所

八幡東区自転車放置禁止

区域外

１台 平成３０年

１１月６日 

１台 平成３０年

１１月１５

日 

１台 平成３０年 

１１月２７

日 

ＪＲ折尾駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１６台 平成３０年 

１１月２１

日 

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所

ＪＲ本城駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１９台 平成３０年 

１１月１５ 

日 

ＪＲ黒崎駅周辺地区自転

車放置禁止区域

６台 平成３０年

１１月９日 

北九州市八幡西区築

地町１０番

築地自転車保管所八幡西区自転車放置禁止

区域外

１０台 平成３０年

１１月１４

日 

７台 平成３０年 
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 １１月１５

日 

ＪＲ九州工大前駅周辺地

区自転車放置禁止区域

１０台 平成３０年

１１月１６

日 

北九州市戸畑区三六

町１３番

三六自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

７台 平成３０年

１１月８日

戸畑区自転車放置禁止区

域外

２台 平成３０年

１１月８日 

２台 平成３０年

１１月２２

日 

３台 平成３０年

１１月２９

日 
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